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１ 基本的考え方 
 

県は、事業者が事業期間を通じて、事業契約、要求水準、事業者提案に示す内容（以下「要

求水準等」という。）を満足し、適切に業務を遂行しているかについてモニタリングを行う。 

県は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準等を満足してい

ないと判断した場合は、事業者に対し、改善勧告、改善命令、サービス購入料の減額、事業契

約の解除等の措置を講じる。 

 

 

２ モニタリングの方法 
 

(1) 定期モニタリング 

県は、要求水準等で提出、保管を求めている各種計画書及び各種報告書等により、事業者

の業務実施状況を確認・評価する。なお、実施時期については以下のとおりとする。 

 

① 設計・建設・工事監理の各業務に関するモニタリング 

県と事業者との協議を目的として設置・定期開催を求めている「設計・建設部会」の開

催、要求水準書に基づく各種提出書類の確認及び竣工確認をもって定期モニタリングに代

えるものとする。なお、県は、次の施工箇所の確認について施工品質の確保のために重要

と判断した場合は、施工の各段階で、品質等について設計図書又は要求水準確認計画書に

従っているかどうか、又は要求水準等を満足しているかのモニタリングをあわせて行う。 

 

ア 要求水準等を満たさないことが竣工確認時点で発見することが困難な箇所 

イ 竣工確認時点において、要求水準等を満たしていないことが発見されたとしてもその 

補修を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難と思われる箇所 

 

なお、県は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の確認を行うこと

ができる。その確認及び復旧に係る費用は、事業者の負担とする。 

 

② 開業準備・運営・維持管理の各業務に関するモニタリング 

毎年９月の月次報告書受理後及び３月の月次報告書、年次報告書受理後30日以内に行う。 

 

(2) 随時モニタリング 

県は、必要に応じて施工状況確認、施設視察、業務監視、書類の閲覧及び事業者に対して

説明を求めるなど、各業務の遂行状況のモニタリングを随時行う。 

 

(3) 財務モニタリング 

県は、事業者が提出した財務に関する計算書類等を受理した後14日以内に経営管理に関す

るモニタリングを行う。 
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３ 要求水準等を満足していない場合の措置 
 

(1) 改善勧告 

県は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準等を満足して

いないと判断される事象があった場合は、速やかに改善するよう事業者に対し、改善勧告を

行う。事業者は、県から改善勧告を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限について県

と協議を行うとともに、改善対策と改善期限等を記載した改善計画書を、改善勧告を受けた

日から14日以内に県に提出し、県の承諾を得るものとする。 

 

(2) 改善の確認 

県は、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行

い、改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認する。 

 

(3) 改善命令 

上記(2)におけるモニタリングの結果、改善計画書に沿った期間・内容による改善が認め

られないと県が判断した場合、県は改善命令を行い、上記(1)と同様の手続きを経る。以降

の改善命令についても同様とする。 

 

(4) 改善の確認（２回目以降の随時モニタリング） 

県は、上記(3)の後、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時モニ

タリングを行い、改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認する。 

３回目以降の随時モニタリングについても同様とする。 

 

 

措置の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、改善勧告によっても改善が認められない場合等は、「４ サービス購入料の減額等」

に基づく措置をあわせて講じる。 

 

  

モニタリングの実施 

・定期モニタリング 

・随時モニタリング 

・財務モニタリング 

要求水準等未達 

改善勧告 

改善計画書の確認 

随時モニタリング 

改善が認められない 

改善命令 
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４ サービス購入料の減額等 
 

(1) 設計・建設・工事監理の各業務に対するサービス購入料の減額 

県は、施設整備に係るモニタリングの結果、県からの改善勧告等に基づく改善措置を事業者

が講じることができない又は講じたとしてもなお要求水準等を満足できないことが明らかにな

った場合は、「別添資料１ サービス購入料の支払方法及び改定方法」の「１－(1) サービス

購入料の構成」表中「設計・建設の対価（サービス購入料Ａ）」（割賦金利（Ａ－２）を除

く。）に係るサービス購入料を減額できるものとする。 

 

(2) 開業準備・運営・維持管理の各業務及び経営管理に対する罰則点の付与及びサービス購入

料の減額 

 

① 罰則点の付与 

県は、改善勧告に基づく改善確認のモニタリング又は改善命令に基づく改善確認のモニ

タリングの結果、改善が認められない場合は、その都度罰則点を付与する。ただし、要求

水準等未達により利用者等に重大な支障が生じる事象（以下「重大な事象」という。）が

あった場合は、改善勧告と同時に罰則点を付与することができる。 

付与された罰則点は、半期ごとに累計し、その点数に応じてサービス購入料の減額を行

う。半期ごとに累計された罰則点は、翌半期への持ち越しは行わない。 

 

ア 罰則点 

事象 罰則点 

重大な事象 20点 

重大な事象以外の事象 ５点 

 

イ 罰則点の付与となる事象例 

業務 重大な事象例 重大な事象以外の事象例 

共通 ・業務の故意の放棄 

・県の指導・指示に従わない 

・虚偽の報告 

・法令違反 

・個人情報の漏えい、滅失、毀損 

・業務の怠慢 

・利用者等への対応不備 

・業務報告の不備、遅延 

・施設の一部が利用できない 

開業準備業務 ・開業準備業務の不備による重大

な人身事故や犯罪の発生 

・開業準備に係る各業務の不備 

運営・維持管理業務 ・運営・維持管理業務の不備によ

る重大な人身事故や犯罪の発生 

・食中毒の発生、不衛生状態の放

置 

・利用者等からの苦情の放置 

・施設設備の故障等の放置 

・災害時の未稼働（災害時におけ

る事業者の責めに帰すべき事由

により防災設備が適切に機能し

ない事態の発生） 

・運営に係る各業務の不備 

・維持管理に係る各業務の不備 

 

経営管理 （共通を参照） ・経営管理の不備 
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② サービス購入料の減額 

サービス購入費の支払に際しては、半期分の罰則点を累計し、下表にしたがって減額割

合を定め、下記業務ごとに対象となるサービス購入料の減額を行う。 

なお、期間途中において事業者が担当企業を変更しても、当該期間の罰則点は消滅しな

い。 

 

■サービス購入料の減額割合 

半期の罰則点の合計 支払区分ごとの減額割合 

100点以上 100％減額 

60点以上100点未満 １点につき0.6％減額（36％～60％の減額） 

20点以上 60点未満 １点につき0.3％減額（６％～18％の減額） 

20点未満 ０％（減額なし） 

 

ア 開業準備業務に係る減額対象となるサービス購入料 

開業準備業務に係るモニタリングの結果、サービス購入料の減額が必要となった場合、

減額の対象となるサービス購入料は、「別添資料１ サービス購入料の支払方法及び改

定方法」の「１－(1) サービス購入料の構成」表中「開業準備の対価（サービス購入料

Ｂ）」とする。 

 

イ 運営・維持管理業務及び経営管理に係る減額対象となるサービス購入料 

運営・維持管理業務及び経営管理に係るモニタリングの結果、サービス購入料の減額

が必要となった場合、減額の対象となるサービス購入料は、「別添資料１ サービス購

入料の支払方法及び改定方法」の「１－(1) サービス購入料の構成」表中「運営・維持

管理の対価（サービス購入料Ｃ）」（光熱水費Ｃ－３）を除く。）とする。 
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  ③ モニタリングの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

モニタリングの実施 

・定期モニタリング（半期） 

・随時モニタリング 

・財務モニタリング 

要求水準等未達 

改善勧告 

改善計画書の確認 

随時モニタリング 
改善を確認 

罰則点付与なし 

改善が認められない 

罰則点付与 

改善命令 

半期到来 

罰則点の累計 

サービス購入料の減額なし サービス購入料の減額 

20点未満 20点以上 

改善が認められない 

業務担当企業の変更 

改善が認められない 

事業契約の解除 

罰則点付与 ＋ 

重大な事象の場合 
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５ 事業終了時に係るモニタリング 
 

県は、事業者が提出した建物劣化調査報告書及び修繕計画書に基づき、適正な修繕・更新等

が実施され、建物全体の性能及び機能が満足したものとなっているかどうかについてモニタリ

ングを行う。実施時期については、県と事業者との協議により定める。 

なお、確認の結果、不備が認められた場合、事業者は事業期間終了時までに修繕・更新を行

うこととし、事業期間終了時までに建物全体の性能及び機能が満足した状態であるとして確認

ができない場合、県は、債務不履行として事業者に対し契約の解除とともに違約金の請求を行

うことができる。 

 

 

６ その他の措置 
 

(1) 損害賠償 

県は、改善命令に伴う上記「４－(2)－② サービス購入料の減額」の措置と併せて、県

に損害が発生した場合は、事業契約書に基づき事業者に対し損害賠償を請求することができ

る。 

 

(2) 各業務を実施する企業の変更 

県は、改善命令を複数回繰り返しても業務の改善が認められない場合、事業者との協議に

より、当該業務を担当する企業の変更を求めることができる。 

 

(3) 契約解除 

県は、改善命令を複数回繰り返しても業務の改善が認められない場合、事業者の債務不履

行と判断して、事業契約書に基づき事業契約を解除することができる。 

 


